
（三井住友フィナンシャルグループ）
１４．金融再生法開示債権と保全状況

【三井住友銀行単体】 （単位　百万円、％）
16年３月末 15年３月末

15年３月末比
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 361,642 △ 163,247 524,889 
危険債権 1,202,673 △ 926,828 2,129,501 
要管理債権 1,246,919 △1,360,036 2,606,955 

合計（Ａ） 2,811,234 △2,450,111 5,261,345 

正常債権 52,874,353 △4,439,002 57,313,355 
総計（Ｂ） 55,685,587 △6,889,113 62,574,700 

不良債権比率(Ａ／Ｂ) 5.0 △ 3.4 8.4 

直接減額実施額 889,361 △ 64,680 954,041 

（注）金融再生法開示債権には、貸出金の他、支払承諾見返、仮払金その他の与信性資産が
　　　含まれております。

（金額単位　百万円）
16年３月末 15年３月末

15年３月末比
保全額（Ｃ） 2,292,028 △1,744,435 4,036,463 

貸倒引当金（注）（Ｄ） 761,481 △ 729,371 1,490,852 
特定債務者引当金 －   －   －   
担保保証等（Ｅ） 1,530,547 △1,015,064 2,545,611 

（注）貸倒引当金には、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の
　　　合計額を計上しております。

（単位　％）

保全率（Ｃ）／（Ａ） 81.5 4.8 76.7 

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の保全率 98.9 11.1 87.8

（単位　％）
担保保証等控除後の開示債権に対する引当率
（Ｄ）／（Ａ－Ｅ）

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の引当率 97.7 21.3 76.4

【連結】 （単位　百万円、％）
16年３月末 15年３月末

15年３月末比
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 485,864 △ 170,112 655,976 
危険債権 1,409,151 △ 931,056 2,340,207 
要管理債権 1,441,182 △1,416,408 2,857,590 

合計（Ａ） 3,336,197 △2,517,576 5,853,773 

正常債権 56,127,550 △3,203,005 59,330,555 
総計（Ｂ） 59,463,747 △5,720,581 65,184,328 

不良債権比率(Ａ／Ｂ) 5.6 △ 3.4 9.0 

（金額単位　百万円）
16年３月末 15年３月末

15年３月末比
保全額（Ｃ） 2,663,776 △1,796,838 4,460,614 

貸倒引当金（Ｄ） 837,349 △ 732,063 1,569,412 
特定債務者引当金 －   －   －   
担保保証等（Ｅ） 1,826,427 △1,064,775 2,891,202 

（単位　％）
保全率（Ｃ）／（Ａ） 79.8 3.6 76.2 

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の保全率 97.4 9.7 87.7

（単位　％）
担保保証等控除後の開示債権に対する引当率
（Ｄ）／（Ａ－Ｅ）

貸倒引当金総額を分子に算入した場合の引当率 94.2 18.5 75.7
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